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(57)【要約】
【課題】真空容器内での基板のアライメントの精度を向
上する。
【解決手段】本発明の真空システムは、アライメントが
行われる空間を真空排気するための真空システムであっ
て、前記空間を排気するためのクライオポンプ（ｃｒｙ
ｏｐｕｍｐ）と、前記空間と前記クライオポンプとの間
に配置された接続開閉手段と、前記接続開閉手段の開閉
動作を制御する制御手段とを含み、前記制御手段は、前
記空間で前記アライメントが行われる期間のうち、少な
くとも一部の期間において、前記接続開閉手段を閉める
ように制御することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アライメントが行われる空間を真空排気するための真空システムであって、
　前記空間を排気するためのクライオポンプ（ｃｒｙｏｐｕｍｐ）と、
　前記空間と前記クライオポンプとの間に配置された接続開閉手段と、
　前記接続開閉手段の開閉動作を制御する制御手段とを含み、
　前記制御手段は、前記空間で前記アライメントが行われる期間のうち、少なくとも一部
の期間において、前記接続開閉手段を閉めるように制御することを特徴とする、真空シス
テム。
【請求項２】
　前記接続開閉手段と前記空間とを接続する配管部をさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載の真空システム。
【請求項３】
　前記空間を、前記クライオポンプにより排気される真空圧力より高い圧力まで、真空排
気するための排気用ポンプをさらに含むことを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の真空システム。
【請求項４】
　基板を搬送するための基板搬送システムであって、
　真空容器と、
　前記真空容器に接続されたクライオポンプと、
　前記真空容器と前記クライオポンプとの間に配置された接続開閉手段と、
　前記真空容器内に配置された基板のアライメントを行うアライメント機構と、
　前記接続開閉手段の開閉動作を制御する制御手段とを含み、
　前記制御手段は、前記真空容器内で前記基板のアライメントが行われる期間のうち、少
なくとも一部の期間において、前記接続開閉手段を閉めるように制御することを特徴とす
る基板搬送システム。
【請求項５】
　前記真空容器内で前記基板を支持する基板支持台をさらに含み、
　前記制御手段は、前記基板が前記基板支持台上に置かれた後に、前記接続開閉手段を閉
めるように制御することを特徴とする請求項４に記載の基板搬送システム。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記基板に対するアライメントを行った後に、前記接続開閉手段を開
くように制御することを特徴とする請求項４または請求項５に記載の基板搬送システム。
【請求項７】
　前記基板搬送システムは、複数の成膜室が接続された搬送室に接続され、前記基板の搬
送方向において、前記搬送室より上流側で前記基板を搬送するシステムであることを特徴
とする請求項４～請求項６のうちいずれか一項に記載の基板搬送システム。
【請求項８】
　一端が前記真空容器に接続され、他端が前記接続開閉手段に接続される配管部をさらに
含むことを特徴とする請求項４～請求項７のうちいずれか一項に記載の基板搬送システム
。
【請求項９】
　前記配管部は、前記真空容器の中央部よりも前記真空容器に設けられた基板搬出口側ま
たは基板搬入口側に近い位置で、前記真空容器に接続されることを特徴とする請求項８に
記載の基板搬送システム。
【請求項１０】
　前記真空容器内を、前記クライオポンプにより排気される真空圧力より高い圧力まで、
真空排気するための排気用ポンプをさらに含むことを特徴とする請求項４～請求項９のう
ちいずれか一項に記載の基板搬送システム。
【請求項１１】
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　前記真空容器内で前記基板を支持する基板支持台をさらに含み、
　前記アライメント機構は、前記基板支持台を駆動するための基板支持台駆動機構と、前
記真空容器に対する基板の位置を示す基板位置情報を取得するための基板位置情報取得手
段とを含むことを特徴とする請求項４に記載の基板搬送システム。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記真空容器内の基準位置を示す基準位置情報および前記基板位置情
報から基板の位置ずれ量を算出し、前記位置ずれ量に基づいて前記基板支持台駆動機構を
制御することを特徴とする請求項１１に記載の基板搬送システム。
【請求項１３】
　前記基準位置を取得するための基準マークが、前記真空容器に対して固定的に設けられ
ることを特徴とする請求項１２に記載の基板搬送システム。
【請求項１４】
　前記基板支持台駆動機構は、前記真空容器の鉛直方向の下方の大気側に設置されること
を特徴とする請求項１１～請求項１３のうちいずれか一項に記載の基板搬送システム。
【請求項１５】
　前記基板位置情報取得手段は、カメラを含むことを特徴とする請求項１１～請求項１４
のうちいずれか一項に記載の基板搬送システム。
【請求項１６】
　前記真空容器内に搬入された前記基板の亀裂を検知するための基板亀裂検知センサーを
さらに含み、
　前記基板亀裂検知センサーは、レーザーによる光量測定を通じて前記基板の亀裂を検知
することを特徴とする請求項４～請求項１５のうちいずれか一項に記載の基板搬送システ
ム。
【請求項１７】
　電子デバイス製造装置であって、
　複数の成膜室をそれぞれ含む複数のクラスタ装置と、
　基板の搬送方向において、上流側のクラスタ装置から前記基板を受けとって、下流側の
クラスタ装置に前記基板を搬送する基板搬送システムとを含み、
　前記基板搬送システムは、請求項４～請求項１６のいずれか一項に記載の基板搬送シス
テムであることを特徴とする電子デバイス製造装置。
【請求項１８】
　前記クラスタ装置は、前記複数の成膜室に接続された搬送室を更に含み、
　前記基板搬送システムは、前記下流側のクラスタ装置の搬送室に接続され、前記下流側
のクラスタ装置の前記搬送室に基板を搬送することを特徴とする請求項１７に記載の電子
デバイス製造装置。
【請求項１９】
　電子デバイスの製造方法であって、
　クライオポンプが接続開閉手段を介して接続された真空容器内を、前記接続開閉手段を
開いて、前記クライオポンプで真空排気する工程と、
　真空排気された前記真空容器内に設置された基板支持台上に前記電子デバイス用の基板
を配置する工程と、
　前記真空容器内で前記基板のアライメントを行う工程とを含み、
　前記アライメントを行う期間のうち、少なくとも一部の期間において、前記接続開閉手
段を閉めることを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【請求項２０】
　前記基板を配置する工程と前記アライメントを行う工程との間に、前記接続開閉手段を
閉める工程をさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項２１】
　前記アライメントを行う工程の後に、前記接続開閉手段を開ける工程をさらに含むこと
を特徴とする請求項１９または請求項２０に記載の電子デバイスの製造方法。
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【請求項２２】
　前記真空容器は、複数の成膜室が接続された搬送室に対し、前記基板の搬送方向上流側
に接続されていることを特徴とする請求項１９～請求項２１のうちいずれか一項に記載の
電子デバイスの製造方法。
【請求項２３】
　排気用ポンプを用いて、前記真空容器内を、前記クライオポンプにより排気される真空
圧力より高い圧力まで、真空排気する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１９～請
求項２２のうちいずれか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【請求項２４】
　前記アライメントを行う工程は、前記真空容器の鉛直方向底面の大気側に設けられた基
板位置情報取得手段を使って、前記基板支持台上の前記基板の位置情報を取得する工程を
さらに含むことを特徴とする請求項１９～請求項２３のうちいずれか一項に記載の電子デ
バイスの製造方法。
【請求項２５】
　前記真空容器の鉛直方向底面の大気側に設けられた基板亀裂検知センサーを使って前記
基板支持台上の前記基板の亀裂を検知する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１９
～請求項２４のうちいずれか一項に記載の電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は装置内の真空バルブの開閉制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、フラットパネル表示装置として有機ＥＬ表示装置が脚光を浴びている。有機ＥＬ
表示装置は自発光ディスプレイであり、応答速度、視野角、薄型化などの特性が液晶パネ
ルディスプレイより優れており、モニタ、テレビ、スマートフォンに代表される各種携帯
端末などで既存の液晶パネルディスプレイを速いスピードで代替している。また、自動車
用ディスプレイ等にも、その応用分野を広げている。
【０００３】
　有機ＥＬ表示装置の素子は、２つの向かい合う電極（カソード電極、アノード電極）の
間に発光を起こす有機物層が形成された基本構造を持つ。有機ＥＬディスプレイ素子の有
機物層及び電極金属層は、真空チャンバー（真空容器）内で、画素パターンが形成された
マスクを介して基板に蒸着物質を蒸着させることで製造されるが、基板上の所望の位置に
所望のパターンで蒸着物質を蒸着させるためには、基板への蒸着が行われる前にマスクと
基板の相対的位置を高精度で調整しなければならない。
【０００４】
　このため、マスクと基板上にマーク（これをアライメントマークと称する）を形成し、
これらのアライメントマークを成膜室に設置されたカメラで撮影してマスクと基板との相
対的な位置ずれを測定する。マスクと基板の位置が相対的にずれた場合、これらのうち一
つを相対的に移動させて相対的な位置を調整する。
【０００５】
　一方、有機ＥＬ表示装置の製造ラインでは、有機物層及び電極金属層の蒸着が行われる
成膜室、バッファ室、旋回室、アライメント室（パス室）、搬送室、マスク積載室などの
チャンバーの内部空間を高真空状態に維持するためにクライオポンプを用いる。
【０００６】
　特許文献１（特開２０００－９０３６号公報）には、クライオポンプを用いて、真空チ
ャンバーを排気する技術が開示されている。
【０００７】
　クライオポンプは、チャンバー内の気体分子を極低温板に凝縮または吸着させて捕集す
ることで、排気するポンプであり、クライオポンプによる排気は冷却を伴う。
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【０００８】
　従って、真空チャンバー内に配置された基板の温度がクライオポンプからの冷気によっ
て低下する場合があり、これによる基板の伸縮が、μｍ単位で行われるアライメントに影
響を及ぼすことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－９０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、真空容器内での基板のアライメントの精度を向上することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１態様による真空システムは、アライメントが行われる空間を真空排気する
ための真空システムであって、前記空間を排気するためのクライオポンプ（ｃｒｙｏｐｕ
ｍｐ）と、前記空間と前記クライオポンプとの間に配置された接続開閉手段と、前記接続
開閉手段の開閉動作を制御する制御手段とを含み、前記制御手段は、前記空間で前記アラ
イメントが行われる期間のうち、少なくとも一部の期間において、前記接続開閉手段を閉
めるように制御することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第２態様による基板搬送システムは、基板を搬送するための基板搬送システム
であって、真空容器と、前記真空容器に接続されたクライオポンプと、前記真空容器と前
記クライオポンプとの間に配置された接続開閉手段と、前記真空容器内に配置された基板
のアライメントを行うアライメント機構と、前記接続開閉手段の開閉動作を制御する制御
手段とを含み、前記制御手段は、前記真空容器内で前記基板のアライメントが行われる期
間のうち、少なくとも一部の期間において、前記接続開閉手段を閉めるように制御するこ
とを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第３態様による電子デバイス製造装置は、複数の成膜室をそれぞれ含む複数の
クラスタ装置と、基板の搬送方向において、上流側のクラスタ装置から前記基板を受けと
って、下流側のクラスタ装置に前記基板を搬送する基板搬送システムとを含み、前記基板
搬送システムは、本発明の第２態様による基板搬送システムであることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の第４態様による電子デバイスの製造方法は、クライオポンプが接続開閉手段を
介して接続された真空容器内を、前記接続開閉手段を開いて、前記クライオポンプで真空
排気する工程と、真空排気された前記真空容器内に設置された基板支持台上に前記電子デ
バイス用の基板を配置する工程と、前記真空容器内で前記基板のアライメントを行う工程
とを含み、前記アライメントを行う期間のうち、少なくとも一部の期間において、前記接
続開閉手段を閉めることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、真空容器内での基板のアライメントの精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明による電子デバイス製造装置の構成の一例を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明による基板搬送システムの構成の一例を示す図である。
【図３】図３は、本発明によるアライメント室の下側面を示す図である。
【図４】図４は、本発明による基板搬送システムにおけるアライメントを説明する図であ
る。
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【図５】図５は、有機ＥＬ表示装置の全体図及び有機ＥＬ表示装置の素子の断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の好ましい実施形態及び実施例を説明する。ただし、以
下の実施形態及び実施例は、本発明の好ましい構成を例示的に表すものであり、本発明の
範囲は、これらの構成に限定されない。また、以下の説明において、装置のハードウェア
構成及びソフトウェア構成、処理の流れ、製造条件、大きさ、材質、形状等は、特に特定
的な記載がない限り、本発明の範囲をこれに限定しようとする趣旨ではない。
【００１８】
　本発明は、アライメントが行われる装置の内部空間を真空排気する真空システム、基板
搬送システム、電子デバイス製造装置及び電子デバイスの製造方法に関するもので、特に
、クライオポンプによって高真空排気された真空容器内で基板のアライメントを行う期間
のうち、少なくとも一部の期間において、バルブによって真空容器へのクライオポンプの
接続を遮断することで、基板の位置による相対的熱膨張・収縮を均等にし、アライメント
の精度を向上することができる技術に関するものである。
【００１９】
　本発明は、平行平板の基板の表面に真空蒸着により所望のパターンの薄膜（材料層）を
形成する装置に好ましく適用できる。基板の材料としては、ガラス、樹脂、金属などの任
意の材料を選択でき、また、蒸着材料としても、有機材料、無機材料（金属、金属酸化物
など）などの任意の材料を選択できる。本発明の技術は、具体的には、有機電子デバイス
（例えば、有機ＥＬ表示装置、薄膜太陽電池）、光学部材などの製造装置に適用可能であ
る。なかでも、有機ＥＬ表示装置の製造装置は、基板の大型化あるいは表示パネルの高精
細化により基板のより迅速かつ精密なアライメントが要求されているため、本発明の好ま
しい適用例の一つである。
【００２０】
　＜電子デバイスの製造装置＞
　図１は、本発明による電子デバイス製造装置の構成の一例を示す模式図である。
【００２１】
　図１の電子デバイスの製造装置は、例えば、スマートフォン用の有機ＥＬ表示装置の表
示パネルの製造に用いられる。スマートフォン用の表示パネルの場合、例えば、フルサイ
ズ（約１５００ｍｍ×約１８５０ｍｍ）又はハーフカットサイズ（約１５００ｍｍ×約９
２５ｍｍ）の基板に有機ＥＬの成膜を行った後、該基板を切り抜いて複数の小さなサイズ
のパネルに製作する。
【００２２】
　電子デバイスの製造装置は、一般的に図１に示すように、複数のクラスタ装置からなり
、各クラスタ装置は、搬送室１と、搬送室１の周りに配置される複数の成膜室２と、使用
前後のマスクが収納されるマスク積載室３を含む。搬送室１内には、基板Ｓを保持して搬
送する搬送ロボットＲが設置される。搬送ロボットＲは、例えば、多関節アームに、基板
Ｓを保持するロボットハンドが取り付けられた構造をもつロボットであり、各成膜室２ま
たはマスク積載室３への基板Ｓ及びマスクの搬入及び搬出を行う。
【００２３】
　各成膜室２には、それぞれ成膜装置（蒸着装置とも称する）が設置される。搬送ロボッ
トＲとの基板Ｓの受け渡し、基板Ｓとマスクとの相対的な位置の調整（アライメント）、
マスク上への基板Ｓの固定、成膜（蒸着）などの一連の成膜プロセスは、成膜装置によっ
て自動的に行われる。
【００２４】
　各クラスタ装置の間には、基板Ｓの流れ方向において上流側のクラスタ装置から基板Ｓ
を受け取って、下流側のクラスタ装置に伝達する前に一時的に複数の基板Ｓを収納するこ
とができるバッファ室４と、バッファ室４から基板Ｓを受け取って、基板の向きを変える
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旋回室５と、旋回室５から基板Ｓを受け取って、下流側のクラスタ装置に伝達する前に後
述のラフアライメントを行うアライメント室（パス室）６が設置される。
【００２５】
　旋回室５には、基板Ｓを回転させるための回転機構を設置することができる。回転機構
の一例として、多関節アームに、基板Ｓを保持するロボットハンドが取り付けられた構造
を有する搬送ロボットが用いられる。このような構成によって基板Ｓの向きを上流側と下
流側のクラスタ装置で同一にすることができる。
【００２６】
　アライメント室（パス室）６では、基板Ｓが搬送室１内の搬送ロボットＲによってクラ
スタ装置に搬入される前に、位置ずれが発生した基板Ｓの位置を大まかに調整するラフア
ライメントが行われる。これによって、従来は成膜室２ごとに行われていたラフアライメ
ントを、各成膜室２で行わなくてもよくなる。アライメント室（パス室）６におけるアラ
イメント機構及びその動作については後述する。
【００２７】
　電子デバイス製造装置を構成する成膜室２、マスク積載室３、搬送室１、バッファ室４
、旋回室５及びアライメント室６などは、電子デバイスの製造工程が行われる間、真空状
態に維持される。このため、これらのチャンバーには該チャンバー内の空間を真空排気す
るための真空システムが設置される。
【００２８】
　本明細書では、上流側のクラスタ装置と下流側のクラスタ装置との間に設置された、バ
ッファ室４、旋回室５及びアライメント室（パス室）６を合わせて、中継装置と呼ぶ。ま
た、中継装置と、中継装置内での基板のアライメント及び／又は、真空容器内の真空排気
を制御する制御手段を合わせて基板搬送システムと呼ぶ。
【００２９】
　図１を参照して、本発明の電子デバイス製造装置の構成について説明したが、本発明の
電子デバイス製造装置の構成はこれに限定されず、他のチャンバーを有してもよく、チャ
ンバー間の配置が変わってもいい。
【００３０】
　以下、アライメント室６を真空排気するための真空システム及び基板搬送システムの構
成について説明する。
【００３１】
　＜真空システム及び基板搬送システム＞
　図２は、本発明による基板搬送システムを模式的に示す。図３は、アライメント室６の
下面におけるアライメント機構及び真空装置の接続位置関係を示す図である。
【００３２】
　図２に示したように、基板搬送システムは、内部が真空状態に維持される真空容器６０
と、真空容器６０内で基板Ｓが載置される基板支持台１０と、基板支持台１０上の基板の
位置を調整するためのアライメント機構と、真空容器６０を真空排気するための真空装置
と、アライメント機構によるアライメントの動作と真空装置による真空排気動作を制御す
るための制御部２０とを含む。
【００３３】
　真空容器６０の側壁には、基板Ｓが搬出入される基板搬出入口（基板の搬出入用ゲート
バルブ）１１、１２が設置される。
【００３４】
　本発明の真空装置は、真空容器６０に接続されて真空容器６０の内部空間を低真空（例
えば、～１０－３Ｔｏｒｒ）に排気するためのラフ排気用ポンプ１４と、真空容器６０に
接続されて真空容器６０の内部空間を高真空（例えば、～１０－８Ｔｏｒｒ）に排気する
ためのクライオポンプ１８と、クライオポンプ１８に接続されたコンプレッサー１９とを
含む。真空装置と制御部２０とが、真空システムを構成する。
【００３５】
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　クライオポンプ１８は、真空容器６０の底面に設置された排気口１５、配管部１６及び
高真空排気用バルブ１７（接続開閉手段）を介して真空容器６０に接続される。
【００３６】
　クライオポンプ１８は、極低温板にチャンバー内の気体分子を凝縮または吸着させて捕
集することによって真空容器６０の内部空間を高真空に排気するポンプであり、極低温板
（クライオパネルとも呼ばれる）と、極低温板の温度を下げるための冷凍機（不図示）と
を含む。極低温板の表面には、凝縮された気体や水分を捕集するための多孔性層（不図示
）が形成される。クライオポンプ１８の冷凍機は、高圧に圧縮された冷媒（例えば、ヘリ
ウムガス）を低圧に断熱膨張させることで、極低温板の温度を所定の極低温に下げること
ができる。
【００３７】
　図２には、アライメント室６に一つのクライオポンプ１８が設置されることを図示した
が、本発明はこれに限定されず、実施環境によって複数の（例えば、２つの）クライオポ
ンプ１８を設置することができる。これにより、真空排気速度を高めて工程時間（Ｔａｃ
ｔ）を短縮することができ、真空容器６０に接続された一つのクライオポンプ１８による
真空排気が正常に行われない場合であっても、他のクライオポンプにより真空容器６０内
を高真空状態に維持することができる。
【００３８】
　コンプレッサー１９は、クライオポンプ１８の冷媒として使われるヘリウムガスを高圧
に圧縮し、高圧のヘリウム冷媒をクライオポンプ１８の冷凍機に提供する。
【００３９】
　ラフ排気用ポンプ１４は、真空容器６０のチャンバー壁に設置されたラフ排気用バルブ
１３を介して、真空容器６０に接続される。ラフ排気用ポンプ１４は、クライオポンプ１
８が真空容器６０の内部空間を高真空状態に排気する前に、真空容器６０の内部空間を低
真空状態（例えば、～１０－３Ｔｏｒｒ）に排気する。これにより、クライオポンプ１８
による真空排気の効率を向上させることができる。ラフ排気用ポンプ１４は、通常、コン
プレッサーが不要なロータリーポンプやドライポンプなどが用いられるが、本発明はこれ
に限定されない。また、図２には、真空容器６０に一つのラフ排気用ポンプ１４が設置さ
れることを図示したが、本発明はこれに限定されず、具体的な実施環境によって複数の（
例えば、２つの）ラフ排気用ポンプ１４を設置することができる。
【００４０】
　以下、本発明の真空システムを用いて真空容器６０の内部空間を真空排気する過程を説
明する。
【００４１】
　真空排気が開始されると、真空容器６０の内部空間を低真空状態にするためにラフ排気
用ポンプ１４が作動する。つまり、真空容器６０のチャンバー壁に設置されたラフ排気用
バルブ１３が開かれ、ラフ排気用ポンプ１４が作動して真空容器６０内を所定の低真空状
態に排気する。
【００４２】
　クライオポンプ１８は、高真空排気用バルブ１７が閉じた状態で作動し、クライオポン
プ１８の極低温板を所定の温度に冷却する。つまり、コンプレッサー１９によって高圧に
圧縮されたヘリウム冷媒がクライオポンプ１８に供給され、クライオポンプ１８の冷凍機
で高圧のヘリウム冷媒が低圧に断熱膨張しながら、極低温板を所定の極低温の温度に冷却
させる。
【００４３】
　真空容器６０内の圧力がラフ排気用ポンプ１４によって所定の低真空圧力となり、クラ
イオポンプ１８の極低温板が所定の極低温に達すると、ラフ排気用バルブ１３を閉め、高
真空排気用バルブ１７を開けて、排気口１５及び配管部１６を介し、真空容器６０内に残
っている気体及び水分などを極低温板に凝縮／吸着させ捕集／固定することによって、真
空容器６０の内部空間を所定の高真空雰囲気に排気する。つまり、低真空排気が行われた
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後にも真空容器６０内に残っている気体や水分のうち、凝固点が比較的高いものは固体に
凝縮させ、凝固点が低いものは、極低温板の表面上に設置された表面積の大きい多孔性物
質の内部空間に閉じ込めておくことによって、真空容器６０内に残っている気体や水分な
どを除去し、高真空状態に排気する。
【００４４】
　制御部２０は、このような真空システムの真空排気動作を制御する。つまり、制御部２
０はクライオポンプ１８、これに接続されたコンプレッサー１９及びラフ排気用ポンプ１
４などの動作を制御する。
【００４５】
　本発明による基板搬送システムは、真空容器６０内の基板支持台１０上に置かれた基板
Ｓのアライメントを行うためのアライメント機構を備え、制御部２０は、アライメント機
構によるアライメント動作を制御する。本実施例では、真空装置による真空排気動作を制
御する制御部２０がアライメント機構によるアライメント動作も制御するものと説明する
が、本発明はこれに限らず、真空排気動作とアライメント動作を異なる制御部によって制
御してもいい。
【００４６】
　アライメント機構は、基板Ｓが基板支持台１０に置かれた位置情報を取得するための基
板位置情報取得手段（アライメント用カメラ）２２と、基板支持台１０を基板支持台１０
の載置面に平行なＸ軸方向、Ｘ軸方向と交差するＹ軸方向、及びＸ軸方向とＹ軸方向と交
差するＺ軸方向を中心に回転するθ方向に駆動するためのＸＹθアクチュエータ２１を含
む。基板支持台１０はＸＹθアクチュエータ２１にシャフトを介して連結される。
【００４７】
　アライメント用カメラ２２は、基板Ｓの大まかな位置調整機能を行うための位置情報取
得手段であり、成膜装置で使われるファインアライメント用カメラに比べて低解像度で、
広視野角を持つカメラである。本実施例では、基板位置情報取得手段としてカメラを例示
的に説明するが、本発明はこれに限定されず、他の構成、例えば、レーザ変位計を使って
もいい。
【００４８】
　アライメント用カメラ２２は、図２及び図３に示したように、真空容器６０の鉛直方向
の底面に設けられた窓４０を介して、基板Ｓの特定の部分を撮影できるように設置される
。例えば、アライメント用カメラ２２は、基板Ｓの対角線上の二つのコーナーに対応する
位置に設置される。ただし、本発明のアライメント用カメラ２２の位置及び個数はこれに
限定されない。例えば、アライメント用カメラ２２は、基板Ｓの全てのコーナーに対応す
る部分に設置してもいい。
【００４９】
　一方、本発明の基板搬送システムは、基板Ｓの亀裂を検知できる基板亀裂検知センサー
２３をさらに含むことができ、この基板亀裂検知センサー２３は、図２及び図３に示した
ように、真空容器６０の鉛直方向の底面に設けられた窓４１を通じて、レーザーによる光
量を測定し、基板Ｓの亀裂を検知する。
【００５０】
　また、ＸＹθアクチュエータ２１は、真空容器６０の鉛直方向の底面の外側（大気側）
に設置され、シャフトを介して基板支持台１０に繋がっている。例えば、ＸＹθアクチュ
エータ２１は、図２に示したように、真空容器６０の底面の大気側の中央部に設けられる
。ＸＹθアクチュエータ２１は、サーボモータ（不図示）と、サーボモータからの回転駆
動力を直線駆動力に転換するための動力転換機構（例えば、リニアガイド）（不図示）を
通じてＸＹθ方向への駆動力を基板支持台１０に伝達する。
【００５１】
　このようなＸＹθアクチュエータ２１は、成膜室２での基板Ｓとマスク間の精細な位置
調整に使われるファインアライメント用ＸＹθアクチュエータに比べて、位置調整の精度
は低いが、移動範囲が広く、調整可能な位置ずれの範囲も広い。
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【００５２】
　制御部２０は、アライメント用カメラ２２によって得られた、基板支持台１０上の基板
Ｓの位置情報（基板位置情報）に基づいて、ＸＹθアクチュエータ２１の駆動を制御する
。
【００５３】
　＜中継装置内でのアライメント及びアライメント工程中の高真空排気用バルブの開閉制
御＞
　上述したように、クラスタ装置の搬送室１内に基板Ｓが搬送される前に、基板Ｓの搬送
方向における上流側の中継装置（バッファ室４、旋回室５、アライメント室６）で事前に
ラフアライメントを行い、クラスタ装置の成膜室２ではファインアライメントを行うこと
によって、アライメント工程を効率化し、工程時間を短縮することができる。ここでは、
中継装置のうち、例えば、アライメント室６内でラフアライメント工程が行われる実施例
について説明する。ただし、本発明はこれに限定されず、中継装置の他の部分、例えば、
バッファ室４や旋回室５でアライメント工程を行っても良い。
【００５４】
　アライメント室６でのアライメント工程においては、基板の基準位置情報と、基板支持
台１０上に置かれた基板の位置情報である基板位置情報とに基づいて、基板支持台１０上
に置かれた基板の基準位置からの位置ずれ量を算出し、基板の位置を調整する。
【００５５】
　更に詳しく説明すると、まず、図４に示したように、真空容器６０に固定された部材（
基準マーク設置部３１、３２）に基準マーク３１１、３２１を設けて、この基準マーク３
１１、３２１の位置情報から、基板の位置調整の基準となる基準位置情報を算出する。
【００５６】
　例えば、基板支持台１０に置かれた基板の対角上の二つのコーナー部に対応する位置に
設けられた二つの基準マーク設置部３１、３２の基準マーク３１１，３２１、又はこれら
二つの基準マーク３１１，３２１からＸＹ方向に所定の距離だけ離れた位置にあると想定
する二つの仮想基準マーク３１２，３２２を結ぶ線分の中心点の位置情報を、基板のアラ
イメントの基準位置情報として制御部２０のメモリ（不図示）に記憶しておく。
【００５７】
　次に、基板Ｓがアライメント室６に搬入されると、基板Ｓの対角上の二つのコーナー（
または、基板のコーナーが面取りされている場合は、基板の隣接する二つの辺の延長線が
交差する仮想コーナー）、或いは、基板の対角のコーナー部に形成される基板アライメン
トマーク（不図示）を、アライメント用カメラ２２で撮影して、基板の対角上の二つのコ
ーナー（仮想コーナー）の位置情報、或いは、基板アライメントマークの位置情報を画像
処理によって取得する。そして、基板の二つのコーナー（仮想コーナー）、或いは二つの
アライメントマークを結ぶ線分の中心点の位置座標を算出する。この基板の中心点の位置
に関する情報が基板位置情報として用いられる。
【００５８】
　このように得られた基板位置情報及び制御部２０のメモリに格納された基準位置情報に
基づいて、基板の位置ずれ量を算出し、これに基づいて基板が置かれた基板支持台１０を
ＸＹθアクチュエータ２１によって動かして、基板の位置を調整する。本実施例において
は、仮想基準マークの中心点の位置と基板支持台１０に置かれた基板の中心点の位置を合
わせる方式のアライメント動作を説明したが、本発明はこれに限定されず、具体的な実施
環境に応じて、多様な方式でアライメントを行うことができる。
【００５９】
　例えば、中心点ではなく、対角上の二つの仮想基準マークの位置と、基板支持台１０に
置かれた基板の対角上の二つのコーナー（仮想コーナー）又は基板アライメントマークの
位置とを合わせる方式でアライメントを行ってもよい。また、基準マーク設置部３１、３
２を別途設けずに、アライメント用カメラ２２で撮像できる限り、真空容器６０内の他の
部分、例えば、基板支持台１０に基準マークを形成してもよい。
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【００６０】
　以下、図２を参照して、アライメント室６でのアライメント工程における高真空排気用
バルブ１７の開閉制御について説明する。
【００６１】
　本発明によれば、制御部２０は、アライメント室６内で上述のアライメント動作を行う
期間のうち、少なくとも一部の期間において高真空排気用バルブ１７を閉めるように制御
する。
【００６２】
　上述したように、クライオポンプ１８による真空排気は、極低温への冷却を伴うので、
アライメント室６内の温度が下がり、これによって基板Ｓの温度も下がる。
【００６３】
　ところが、図２に示したように、真空容器６０の鉛直方向底面の大気側の中央部にはＸ
Ｙθアクチュエータ２１が設置されるので、真空容器６０内を真空排気するためのクライ
オポンプ１８は、アライメント室６への基板の搬出口側または基板の搬入口側に偏って、
真空容器６０に接続される。図３の符号３０は、真空容器６０内の基板支持台１０とＸＹ
θアクチュエータ２１を連結するシャフトが真空容器６０の底面に接続する位置を示す。
そのため、クライオポンプ１８は、その設置位置を確保するために、真空容器６０の搬出
入口側に近い位置に設けられた排気口１５と、排気口１５に接続される配管部１６を介し
て真空容器６０に接続される。
【００６４】
　このような、クライオポンプ１８の接続位置のため、真空容器６０の基板支持台１０に
置かれた基板は、クライオポンプ１８に連結された排気口１５に近くなるほど、その温度
が低くなり、基板全体の温度が不均一になる。
【００６５】
　つまり、基板Ｓにおいて、排気口１５に近い部分の温度が、排気口１５から遠く離れた
部分の温度よりも下がり、これが基板アライメントの精度を落とす重要な要因となってい
る。基板Ｓは温度によって熱膨張・収縮するが、一つの基板内でのこのような不均一な温
度分布が生じると、基板の各部分において、熱膨張量や熱収縮量が不均一になり、μｍ単
位で行われる基板アライメントに影響を及ぼす。特に、成膜室２に比べて内部体積が相対
的に小さなアライメント室６では、その影響がさらに大きくなる傾向があり、クライオポ
ンプ１８がアライメント室６の中央部を基準に搬入口側または搬出口側に偏ってアライメ
ント室６の真空容器６０に接続される場合、その影響がより大きくなる。
【００６６】
　したがって、少なくともアライメント室６内でアライメント工程が行われる間には、基
板Ｓの全体的な温度を均一に維持することが望ましい。しかし、クライオポンプ１８によ
る真空排気は基板の不均一な冷却を伴うので、本発明では、制御部２０がアライメント動
作を行う期間のうち、少なくとも一部において高真空排気用バルブ１７を閉めるように制
御することで、アライメント動作中に、基板Ｓ内の不均一な温度分布による影響を最小化
する構成を採用する。
【００６７】
　具体的には、クライオポンプ１８によるアライメント工程への影響を最小化するために
、アライメント工程が行われる期間において、高真空排気用バルブ１７を閉めるように制
御することが好ましい。
【００６８】
　例えば、制御部２０は、基板Ｓがアライメント室６に搬入され、基板支持台１０上に置
かれた後に、高真空排気用バルブ１７を閉め、基板Ｓのアライメントを行った後に、高真
空排気用バルブ１７を開けるように制御することができる。
【００６９】
　ただし、本発明はこれに限定されず、アライメント工程が行われる期間の一部において
、高真空排気用バルブ１７が閉まっているように制御してもよい。例えば、アライメント
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用カメラ２２によって基板支持台１０に置かれた基板のコーナー部、又は基板アライメン
トマークが撮影され、基板の基準位置からの位置ずれ量を算出している間は、高真空排気
用バルブ１７を閉めておき、基板の位置ずれ量の算出が終わってＸＹθアクチュエータ２
１により基板支持台１０の移動／回転が始まると、高真空排気用バルブ１７を開けるよう
に制御してもいい。これによると、アライメント工程に対するクライオポンプ１８の影響
を低減させながらも、アライメント室６内の真空度の低下を抑えることができ、アライメ
ント工程後に基板をアライメント室６から搬送室１に搬送する前に、アライメント室６を
再び高真空状態にするのにかかる時間を短縮することができる。また、基板搬入後、基板
が配置されている時間が一定時間をすぎてから、高真空排気用バルブ１７が閉まるように
制御してもいい。
【００７０】
　以下、本発明によって電子デバイスを製造する工程において、アライメント室６でのア
ライメントと、クライオポンプ１８への接続開閉手段の開閉動作を制御する方法について
説明する。
【００７１】
　まず、本発明の基板搬送システム、例えば、アライメント室６の真空容器６０に配管部
を通じて接続された接続開閉手段としての高真空排気用バルブ１７を開いて、クライオポ
ンプ１８によって真空容器６０の内部空間を真空排気する。
【００７２】
　真空容器６０が排気された後、真空容器６０の基板搬入口から基板が搬入され、基板支
持台１０上に置かれる。
【００７３】
　続いて、本発明の一実施例によると、制御部２０が高真空排気用バルブ１７を閉め、基
板支持台１０上に置かれた基板に対して前述したアライメント工程を行う。例えば、アラ
イメント用カメラ２２で基板の対角上の両コーナー部を撮影して基板の基準位置からのず
れ量を算出し、これに基づいて、基板支持台１０をＸＹθアクチュエータ２１によって駆
動する。アライメント工程が行われた後、制御部２０は、高真空排気用バルブ１７を開い
て、真空容器６０内を再び高真空状態に排気する。続いて、基板支持台１０上の基板を真
空容器６０の搬出口から搬出する。
【００７４】
　＜電子デバイスの製造方法＞
　次に、本実施形態の真空システム及び基板搬送システムを用いた電子デバイスの製造方
法の一例を説明する。以下、電子デバイスの例として有機ＥＬ表示装置の構成及び製造方
法を例示する。
【００７５】
　まず、製造する有機ＥＬ表示装置について説明する。図５（ａ）は有機ＥＬ表示装置５
０の全体図、図５（ｂ）は１画素の断面構造を表している。
【００７６】
　図５（ａ）に示すように、有機ＥＬ表示装置５０の表示領域５１には、発光素子を複数
備える画素５２がマトリクス状に複数配置されている。詳細は後で説明するが、発光素子
のそれぞれは、一対の電極に挟まれた有機層を備えた構造を有している。なお、ここでい
う画素とは、表示領域５１において所望の色の表示を可能とする最小単位を指している。
【００７７】
　本実施例にかかる有機ＥＬ表示装置の場合、互いに異なる発光を示す第１発光素子５２
Ｒ、第２発光素子５２Ｇ、第３発光素子５２Ｂの組合せにより画素５２が構成されている
。
【００７８】
　画素５２は、赤色発光素子と緑色発光素子と青色発光素子の組合せで構成されることが
多いが、黄色発光素子とシアン発光素子と白色発光素子の組み合わせでもよく、少なくと
も１色以上であれば特に制限されるものではない。
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【００７９】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）のＡ－Ｂ線における部分断面模式図である。画素５２は、基
板５３上に、第１電極（陽極）５４と、正孔輸送層５５と、発光層５６Ｒ、５６Ｇ、５６
Ｂと、電子輸送層５７と、第２電極（陰極）５８を備える有機ＥＬ素子を有している。こ
れらのうち、正孔輸送層５５、発光層５６Ｒ、５６Ｇ、５６Ｂ、電子輸送層５７が有機層
に当たる。また、本実施形態では、発光層５６Ｒは赤色を発する有機ＥＬ層、発光層５６
Ｇは緑色を発する有機ＥＬ層、発光層５６Ｂは青色を発する有機ＥＬ層である。発光層５
６Ｒ、５６Ｇ、５６Ｂは、それぞれ赤色、緑色、青色を発する発光素子（有機ＥＬ素子と
記述する場合もある）に対応するパターンに形成されている。また、第１電極５４は、発
光素子ごとに分離して形成されている。正孔輸送層５５と電子輸送層５７と第２電極５８
は、複数の発光素子５２Ｒ、５２Ｇ、５２Ｂと共通で形成されていてもよいし、発光素子
毎に形成されていてもよい。なお、第１電極５４と第２電極５８とが異物によってショー
トするのを防ぐために、第１電極５４間に絶縁層５９が設けられている。さらに、有機Ｅ
Ｌ層は水分や酸素によって劣化するため、水分や酸素から有機ＥＬ素子を保護するための
保護層６０が設けられている。
【００８０】
　図５（ｂ）では、正孔輸送層５５や電子輸送層５７が一つの層で示されているが、有機
ＥＬ表示素子の構造によって、正孔ブロック層や電子ブロック層を含む複数の層で形成さ
れてもよい。また、第１電極５４と正孔輸送層５５との間には第１電極５４から正孔輸送
層５５への正孔の注入が円滑に行われるようにすることのできるエネルギーバンド構造を
有する正孔注入層を形成することもできる。同様に、第２電極５８と電子輸送層５７の間
にも電子注入層が形成されことができる。
【００８１】
　次に、有機ＥＬ表示装置の製造方法の例について具体的に説明する。
【００８２】
　まず、有機ＥＬ表示装置を駆動するための回路（不図示）および第１電極５４が形成さ
れた基板５３を準備する。
【００８３】
　第１電極５４が形成された基板５３の上にアクリル樹脂をスピンコートで形成し、アク
リル樹脂をリソグラフィ法により、第１電極５４が形成された部分に開口が形成されるよ
うにパターニングし絶縁層５９を形成する。この開口部が、発光素子が実際に発光する発
光領域に相当する。
【００８４】
　絶縁層５９がパターニングされた基板５３を第１の成膜装置に搬入し、基板保持ユニッ
トにて基板を保持し、正孔輸送層５５を、表示領域の第１電極５４の上に共通する層とし
て成膜する。正孔輸送層５５は真空蒸着により成膜される。実際には正孔輸送層５５は表
示領域５１よりも大きなサイズに形成されるため、高精細なマスクは不要である。
【００８５】
　次に、正孔輸送層５５までが形成された基板５３を第２の成膜装置に搬入し、基板保持
ユニットにて保持する。基板とマスクとのアライメントを行い、基板をマスクの上に載置
し、基板５３の赤色を発する素子を配置する部分に、赤色を発する発光層５６Ｒを成膜す
る。本発明においては、成膜装置内で基板に成膜を行う前に、中継装置、例えば、アライ
メント室６でラフアライメントを行い、成膜装置では、これより位置調整の精度の高いフ
ァインアライメントを行う。特に、アライメント室６で行われるラフアライメントの精度
を上げるために、アライメント室６でのアライメント工程の間、アライメント室６へのク
ライオポンプ１８の接続を遮断する。
【００８６】
　発光層５６Ｒの成膜と同様に、第３の成膜装置により緑色を発する発光層５６Ｇを成膜
し、さらに第４の成膜装置により青色を発する発光層５６Ｂを成膜する。発光層５６Ｒ、
５６Ｇ、５６Ｂの成膜が完了した後、第５の成膜装置により表示領域５１の全体に電子輸
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層として形成される。
【００８７】
　電子輸送層５７までが形成された基板をスパッタリング装置に移動し、第２電極５８を
成膜し、その後プラズマＣＶＤ装置に移動して保護層６０を成膜して、有機ＥＬ表示装置
５０が完成する。
【００８８】
　絶縁層５９がパターニングされた基板５３を成膜装置に搬入してから保護層６０の成膜
が完了するまでは、水分や酸素を含む雰囲気にさらしてしまうと、有機ＥＬ材料からなる
発光層が水分や酸素によって劣化してしまうおそれがある。従って、本例において、成膜
装置間の基板の搬入搬出は、真空雰囲気または不活性ガス雰囲気の下で行われる。
【００８９】
　前記実施例は本発明の一例を示したものであり、本発明は前記実施例の構成に限られず
、その技術思想の範囲内において適宜変形しても構わない。
【符号の説明】
【００９０】
１：　搬送室
２：　成膜室
３：　マスク積載室
４：　バッファ室
５：　旋回室
６：　アライメント室（パス室）
１０：　基板支持台
１１：　基板搬入口（基板搬入用ゲートバルブ）
１２：　基板搬出口（基板搬出用ゲートバルブ）
１３：　ラフ排気用バルブ
１４：　ラフ排気用ポンプ
１５：　排気口
１６：　配管部
１７：　高真空排気用バルブ
１８：　クライオポンプ
１９：　コンプレッサー
２０：　制御部
２１：　ＸＹθアクチュエータ
２２：　アライメント用カメラ
２３：　基板亀裂検知センサー
３０：　基板支持台と基板アライメント機構との接続部
３１、３２：　基準マーク設置部
４０：　アライメントカメラ用窓
４１：　基板亀裂検知センサー用窓
６０：　真空容器
３１１、３１２：　基準マーク
３２１、３２２：　仮想基準マーク
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